
令和３年度　施設指導監査結果一覧（保育所・一般指導監査）
（「文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項）」があった施設）

年 月 日 法人等種別 運営法人等名

令和３ 7 5 鶴見区 フェアリーテイルみらい 株式会社 オレンジプラネット

令和３ 7 9 鶴見区 フェアリーテイルつばさ 株式会社 オレンジプラネット

令和３ 7 28 鶴見区 駒岡げんきっず保育園 社会福祉法人 みらい

令和３ 10 21 鶴見区 花園保育園ベビーホーム 社会福祉法人 花園会

令和３ 11 24 鶴見区 豊岡ひまわり保育園 有限会社 ブリッジマネジメントサービス

令和３ 12 2 鶴見区 木下の保育園　江ヶ崎 株式会社 木下の保育

令和４ 1 20 鶴見区 末吉いづみ保育園 社会福祉法人 三篠会

令和４ 3 30 鶴見区 実遊中央保育園 有限会社 実遊

令和３ 7 2 神奈川区 めばえ横浜保育園 社会福祉法人 天理

令和３ 10 7 神奈川区 白楽あいいく保育園 社会福祉法人 母子育成会

令和３ 10 18 神奈川区 保育園こりす 社会福祉法人 愛

令和３ 12 15 神奈川区 いずみ松本町保育園 社会福祉法人 いずみ

令和３ 12 16 神奈川区 いずみ反町保育園 社会福祉法人 いずみ

令和３ 12 20 神奈川区 いずみ東白楽保育園 社会福祉法人 いずみ

令和３ 7 7 西区 浅間幼育園 社会福祉法人 木花咲耶会

令和３ 11 18 中区 木下の保育園　本牧 株式会社 木下の保育

令和３ 11 18 中区 木下の保育園　山下町 株式会社 木下の保育

令和４ 3 28 南区 クラ・ゼミ保育園　吉野町 株式会社 クラ・ゼミ

令和３ 12 15 港南区 キッズガーデン横浜最戸 株式会社 Ｋｉｄｓ Ｓｍｉｌｅ Ｐｒｏｊｅｃｔ

令和４ 3 29 港南区 育美保育園 有限会社 育成会

令和３ 7 19 保土ケ谷区 ゆめの樹保育園ほどがや 社会福祉法人 フィロス

令和３ 10 29 保土ケ谷区 プチアンジュ保育園 社会福祉法人 なつめの会

令和４ 3 30 保土ケ谷区 ダイアナ保育園 社会福祉法人 武蔵野ユートピアダイアナクラブ

令和３ 7 12 旭区 まきが原愛児園 社会福祉法人 清正会

令和３ 12 23 旭区 保育園夢未来二俣川園 株式会社 我喜大笑

令和４ 3 17 旭区 あゆみ保育園第二 社会福祉法人 恵泉会

令和３ 12 15 磯子区 キッズガーデン横浜磯子 株式会社 Ｋｉｄｓ Ｓｍｉｌｅ Ｐｒｏｊｅｃｔ

令和３ 7 7 港北区 オハナ新羽保育園 社会福祉法人 葵友会

令和３ 10 29 港北区 おおつな保育園 社会福祉法人 聖徳会

令和３ 7 15 緑区 みどり寺山保育園 社会福祉法人 緑風福祉会

令和４ 3 23 緑区 新治保育園 社会福祉法人 新治保育園

令和３ 10 4 青葉区 サンキッズ荏田西保育園 社会福祉法人 惠伸会

令和３ 12 15 青葉区 いずみ青葉台保育園 社会福祉法人 いずみ

令和３ 12 23 青葉区 ポピンズナーサリースクールあざみ野 株式会社 ポピンズ

令和３ 7 21 都筑区 ベビーステーションセンター南 有限会社 ベビーステーション

令和３ 7 21 都筑区 ピッコリーノ保育園 株式会社 ピエロタ

令和３ 12 16 都筑区 やまた保育園 社会福祉法人 ぷらいむキッズ

令和３ 7 2 戸塚区 みんなともだち保育園　戸塚第２ 株式会社 ＬａＬａＬａｎｄ

令和３ 10 7 戸塚区 あけぼの保育園 有限会社 パインヴィレッジ

令和３ 12 3 戸塚区 松みどり保育所 社会福祉法人 松緑会

令和４ 1 14 戸塚区 柏尾スマイル保育園 社会福祉法人 豊会

監査実施年月日
所在区 施設名

施設の設置経営主体

※一般指導監査対象施設は「施設の所在区～各所在区内における監査実施日」の順に掲載しています。
※指導監査結果情報の「改善状況」は、令和４年６月末時点で施設から提出のあった報告書により確認したものです。



令和３年度 施設指導監査結果情報

施設種別／施設名 保育所 フェアリーテイルみらい 

運営主体 株式会社 オレンジプラネット 

所在区 鶴見区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和 3年 7月 5日 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 非常災害対応のためのマニュアルが未作成であり、安全管理に関

する体制づくりが不充分であった。 

 子どもの安全確保のために、マニュアルを整備し、職員会議や研

修等を通じ、全職員への周知徹底を図ること。 

改善済 

保育所委託費の運営法人外への貸付が確認された。 

 委託費の同一法人内における各施設拠点区分、本部拠点区分又は

収益事業等の事業区分以外への貸付は一切認められないので、是正

すること。 

改善済 



令和３年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 フェアリーテイルつばさ 

運営主体 株式会社 オレンジプラネット  

所在区 鶴見区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和 3年 7月 9日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 保育所に備える帳簿について、貸借対照表に計上されている財産

等を確認できる会計帳簿がなかった。 

 保育所は、会計に関する諸記録、財産、収支の状況を明らかにす

る帳簿を整備、保存すること。 

改善取組中 

 委託費の弾力運用額が、限度額を超過していた。 

 委託費の弾力運用による支出は、当該年度の委託費収入（処遇改

善等加算の賃金改善要件分に相当する金額を除く）の３か月分に相

当する金額以内とすること。 

改善予定 

 前期末支払資金残高の取り崩しについて、事前に横浜市に協議を

行っていなかった。 

 私立保育所に対する委託費の経理等についての通知等を確認し、

前期末支払資金残高の取扱いについて十分留意するとともに、今後

取り崩す場合の必要な事務手続が行われるよう是正すること。 

改善済 

 当期末支払資金残高が、当該年度の委託費収入の 30％を超えてい

た。 

 当期末支払資金残高は、当該年度の委託費収入の 30％以下の保有

とすること。 

改善予定 

 年度末において、保育所委託費を財源とする拠点区分間の資金貸

付があった。 

 拠点区分間の資金貸借は、年度内に清算すること。 

改善取組中 

  



令和３年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 駒岡げんきっず保育園 

運営主体 社会福祉法人 みらい  

所在区 鶴見区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和 3年 7月 28 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 委託費の弾力運用額が、限度額を超過していた。 

 委託費の弾力運用による支出は、当該年度の委託費収入（処遇改

善等加算の賃金改善要件分に相当する金額を除く）の３か月分に相

当する金額以内とすること。 

改善済 

  

  

  

  

  



令和３年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 花園保育園ベビーホーム 

運営主体 社会福祉法人 花園会  

所在区 鶴見区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和 3年 10 月 21 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 職員配置について、保育士の人数が認可基準を満たしていない日

があった。 

 認可基準を満たすよう必要な保育士を配置すること。 

改善取組中 

  

  

  

  

  



令和３年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 豊岡ひまわり保育園 

運営主体 有限会社 ブリッジマネジメントサービス  

所在区 鶴見区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和 3年 11 月 24 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 前期末支払資金残高の取り崩しに際し、市に事前協議を行ってい

なかった。 

 取崩額が事業活動収入予算額の３％を超過する場合は、取崩しの

事前に、本市に協議を行うこと。 

 

改善予定 

  

  

  

  

  



令和３年度 施設指導監査結果情報

施設種別／施設名 保育所 木下の保育園 江ヶ崎 

運営主体 株式会社 木下の保育 

所在区 鶴見区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和 3年 12 月 2 日 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 年度末において、保育所委託費を財源とする拠点区分間の資金貸

付があった。 

拠点区分間の資金貸借は、年度内に清算すること。 

改善済 

　前期末支払資金残高の取り崩しに際し、市に事前協議を行ってい

なかった。 

 取崩額が事業活動収入予算額の３％を超過する場合は、取崩しの

事前に、本市に協議を行うこと。 

改善済 



令和３年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 末吉いづみ保育園 

運営主体 社会福祉法人 三篠会  

所在区 鶴見区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和 4年 1月 20 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 土曜日の職員配置について、保育士の人数が要綱に定める基準を

満たしていない日があった。 

 基準を満たすよう必要な保育士を配置すること。 

 

改善済 

  

  

  

  

  



令和３年度 施設指導監査結果情報

施設種別／施設名 保育所 実遊中央保育園 

運営主体 実遊 有限会社 

所在区 鶴見区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和 4年 3月 30 日 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 年度末において、保育所委託費を財源とする拠点区分間の資金貸

付があった。 

拠点区分間の資金貸借は、年度内に清算すること。 

改善取組中 

 積立資産の目的外使用にかかる取崩しに際し、市に事前協議を行

っていなかった。 

 当該資金について保育所に返還すること。なお、今後は積立資産

の目的外使用にかかる取崩しの前に本市と協議を行うこと。 

未改善 



令和３年度 施設指導監査結果情報

施設種別／施設名 保育所 めばえ横浜保育園 

運営主体 社会福祉法人 天理 

所在区 神奈川区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和 3年 7月 2日 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 職員配置について、保育士の人数が要綱に定める基準を満たして

いない日があった。 

基準を満たすよう必要な保育士を配置すること。 

改善取組中 



令和３年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 白楽あいいく保育園 

運営主体 社会福祉法人 母子育成会  

所在区 神奈川区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和 3年 10 月 7 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 年度末において、同一法人内における他施設への資金貸し付けが

あった。 

 委託費を財源とする資金貸し付けは、当該年度内に返済が確実で

ある場合に限って認められるものであるため、会計処理を是正する

こと。 

改善済 

  

  

  

  

  



令和３年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 保育園こりす 

運営主体 社会福祉法人 愛  

所在区 神奈川区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和 3年 10 月 18 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 年度末において、保育所委託費を財源とする拠点区分間の資金貸

付があった。 

 拠点区分間の資金貸借は、年度内に清算すること。 

改善済 

  

  

  

  

  



令和３年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 いずみ松本町保育園 

運営主体 社会福祉法人 いずみ  

所在区 神奈川区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和 3年 12 月 15 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 法人本部経費の繰入において、保育所拠点からの繰入金の合計額

が、本部の人件費及び事務費の金額を超過していた。 

 繰入合計額は、保育所の運営に要した人件費及び事務費の範囲内

とし、合理的な基準により各拠点に按分すること。 

 

改善済 

  

  

  

  

  



令和３年度 施設指導監査結果情報

施設種別／施設名 保育所 いずみ反町保育園 

運営主体 社会福祉法人 いずみ 

所在区 神奈川区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和 3年 12 月 16 日 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 法人本部経費の繰入において、保育所拠点からの繰入金の合計額

が、本部の人件費及び事務費の金額を超過していた。 

 繰入合計額は、保育所の運営に要した人件費及び事務費の範囲内

とし、合理的な基準により各拠点に按分すること。 

改善済 



令和３年度 施設指導監査結果情報

施設種別／施設名 保育所 いずみ東白楽保育園 

運営主体 社会福祉法人 いずみ 

所在区 神奈川区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和 3年 12 月 20 日 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 法人本部経費の繰入において、保育所拠点からの繰入金の合計額

が、本部の人件費及び事務費の金額を超過していた。 

 繰入合計額は、保育所の運営に要した人件費及び事務費の範囲内

とし、合理的な基準により各拠点に按分すること。 

改善済 



令和３年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 浅間幼育園 

運営主体 社会福祉法人 木花咲耶会  

所在区 西区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和 3年 7月 7日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 支給認定保護者から実費徴収している年間諸経費について、領収

書が交付されていなかった。 

 支給認定保護者から費用を実費徴収した場合は、当該費用に係る

領収証を当該費用の額を支払った支給認定保護者に対し交付する

こと。 

改善済 

 保育所の運営に関係のない経費を、保育所委託費より支出してい

た。 

 保育所運営と関係のない支出は行わないこと。 

改善済 

  

  

  

  



令和３年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 木下の保育園 本牧 

運営主体 株式会社 木下の保育  

所在区 中区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和 3年 11 月 18 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 年度末において、保育所委託費を財源とする拠点区分間の資金貸

付があった。 

 拠点区分間の資金貸借は、年度内に清算すること。 

 

改善済 

  

  

  

  

  



令和３年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 木下の保育園 山下町 

運営主体 株式会社 木下の保育  

所在区 中区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和 3年 11 月 18 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 年度末において、保育所委託費を財源とする拠点区分間の資金貸

付があった。 

 拠点区分間の資金貸借は、年度内に清算すること。 

 

改善済 

  

  

  

  

  



令和３年度 施設指導監査結果情報

施設種別／施設名 保育所 クラ・ゼミ保育園 吉野町 

運営主体 株式会社 クラ・ゼミ 

所在区 南区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和 4年 3月 28 日 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 プール遊び等のできる場所として認可された場所が、他の用途に

転用されていたため、常時使用できない状態にあった。 

 屋外遊戯場の基準面積の緩和を受け、プール遊び等のできる場所

を確保する場合は、当該保育所の近接地、バルコニー、屋上等に概

ね 30 平方メートル確保するなど、本市の条例及び要綱に定める設

備の基準を満たすこと。 

未改善 

資金収支計算分析表に誤りがあった。 

 資金収支計算分析表は、当該会計年度における施設の全ての支払

資金の増加及び減少の状況を反映し、適切に作成すること。 

未改善 



令和３年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 キッズガーデン横浜最戸 

運営主体 株式会社 Ｋｉｄｓ Ｓｍｉｌｅ Ｐｒｏｊｅｃｔ  

所在区 港南区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和 3年 12 月 15 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 積立資産の状況が確認できる帳簿がなかった。 

 保育所には、財産の状況を明らかにする帳簿や諸記録を整備する

こと。 

 

改善予定 

 前期末支払資金残高の取り崩しに際し、市に事前協議を行ってい

なかった。 

 取崩額が事業活動収入予算額の３％を超過する場合は、取崩しの

事前に、本市に協議を行うとともに、取崩額の返還を行うこと。 

 

改善済 

 年度末において、保育所委託費を財源とする拠点区分間の資金貸

付があった。 

改善済 

  

  

  



令和３年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 育美保育園 

運営主体 有限会社 育成会  

所在区 港南区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和 4年 3月 29 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 本部、施設の会計がそれぞれ区分されていなかった。 

 保育施設は、保育事業の会計を事業所ごとに区分すること。 

未改善 

 保育所委託費の運営法人外への貸付が確認された。 

 委託費の同一法人内における各施設拠点区分、本部拠点区分又は

収益事業等の事業区分以外への貸付は一切認められないので、是正

すること。 

未改善 

 法人本部拠点の借入金償還にかかる費用を保育園から直接支出

していた。 

 当該資金について、保育所に返還すること。 

未改善 

 契約手続について、入札、見積合わせ、市場価格調査等を行って

いることが確認できなかった。 

 業務委託、修繕工事等の契約手続は、稟議書等を活用し随意契約

を締結するための合理的な理由を客観的な書面等により明確にす

ること。 

 また、見積を徴する際は、公平性、透明性の確保に十分留意する

と共に、適正な契約事務を行うこと。 

改善予定 

 保育所の運営に関係のない経費を、保育所委託費より支出してい

た。 

 保育所運営と関係のない支出は行わないこと。 

改善予定 

  

 



令和３年度 施設指導監査結果情報

施設種別／施設名 保育所 ゆめの樹保育園ほどがや 

運営主体 社会福祉法人 フィロス 

所在区 保土ケ谷区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和 3年 7月 19 日 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

年度末において、委託費を財源とする資金貸付があった。 

拠点区分間の貸付は年度内に清算すること。 

未改善 



令和３年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 プチアンジュ保育園 

運営主体 社会福祉法人 なつめの会  

所在区 保土ケ谷区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和 3年 10 月 29 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 小口現金からの支出と領収書の金額に相違があった。 

 内部牽制体制が確立され、適正に機能するように配意した業務分

担、管理運営体制に十分配慮した体制を確保すること。 

改善済 

  

  

  

  

  



令和３年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 ダイアナ保育園 

運営主体 社会福祉法人 武蔵野ユートピアダイアナクラブ  

所在区 保土ケ谷区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和 4年 3月 30 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 職員配置について、保育士の人数が要綱に定める基準を満たして

いない日があった。 

 基準を満たすよう必要な保育士を配置すること。 

改善済 

  

  

  

  

  



令和３年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 まきが原愛児園 

運営主体 社会福祉法人 清正会  

所在区 旭区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和 3年 7月 12 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 職員配置について、保育士の人数が認可基準を満たしていない日

があった。 

 認可基準を満たすよう必要な保育士を配置すること。 

改善取組中 

  

  

  

  

  



令和３年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 保育園夢未来二俣川園 

運営主体 株式会社 我喜大笑  

所在区 旭区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和 3年 12 月 23 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 貸借対照表及び資金収支計算分析表から算出される当期末支払

資金残高に整合性がなかった。 

 正しい計算書等及び資金収支計算分析表を作成し再提出するこ

と。 

 

改善済 

  

  

  

  

  



令和３年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 あゆみ保育園第二 

運営主体 社会福祉法人 恵泉会  

所在区 旭区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和 4年 3月 17 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 職員配置について、保育士の人数が要綱に定める基準を満たして

いない日があった。 

 基準を満たすよう必要な保育士を配置すること。 

改善済 

  

  

  

  

  



令和３年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 キッズガーデン横浜磯子 

運営主体 株式会社 Ｋｉｄｓ Ｓｍｉｌｅ Ｐｒｏｊｅｃｔ  

所在区 磯子区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和 3年 12 月 15 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 積立資産の状況が確認できる帳簿がなかった。 

 保育所には、財産の状況を明らかにする帳簿や諸記録を整備する

こと。 

 

改善予定 

  

  

  

  

  



令和３年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 オハナ新羽保育園 

運営主体 社会福祉法人 葵友会  

所在区 港北区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和 3年 7月 7日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 法人本部拠点の運営にかかる費用を保育園から直接支出してい

た。 

 法人本部の運営にかかる経費は、適正に按分した金額としたうえ

で、前期末支払資金残高を取り崩して本部に入れること。 

改善予定 

  

  

  

  

  



令和３年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 おおつな保育園 

運営主体 社会福祉法人 聖徳会  

所在区 港北区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和 3年 10 月 29 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 職員配置について、保育士の人数が認可基準を満たしていない日

があった。 

 認可基準を満たすよう必要な保育士を配置すること。 

改善済 

  

  

  

  

  



令和３年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 みどり寺山保育園 

運営主体 社会福祉法人 緑風福祉会  

所在区 緑区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和 3年 7月 15 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 職員配置について、保育士の人数が基準を満たしていない日があ

った。 

 基準を満たすよう必要な保育士を配置すること。 

改善済 

  

  

  

  

  



令和３年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 新治保育園 

運営主体 社会福祉法人 新治保育園  

所在区 緑区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和 4年 3月 23 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 給食の給与栄養量の目標の根拠が不明確で、栄養価計算も給食実

施前に行われておらず、栄養管理ができていなかった。 

 献立は、児童の健全な発育に必要な給与栄養量が確保されるよう

作成し、適正な栄養管理をすること、または、栄養管理できる体制

を整えること。 

改善取組中 

 給食の予定献立表が事前に作成されていないため、給食食材の１

人分の分量が不明確で、また、発注書の作成が無いため、適正に食

材が発注されているか確認できなかった。 

 調理は、あらかじめ作成された予定献立に従い、発注及び調理を

行うこと。 

改善済 

  

  

  

  



令和３年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 サンキッズ荏田西保育園 

運営主体 社会福祉法人 惠伸会  

所在区 青葉区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和 3年 10 月 4 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 資金不足状態になっていた前期末支払資金残高に、当期資金収支

差額（委託費）を充当していた。 

 委託費は委託費が支払われた年度に掛かる保育所の人件費、管理

費、事業費に支出されるものであること。 

 令和３年度中に、委託費以外での補填を行うとともに、資金移動

したことがわかる資料を提出すること。 

改善済 

 保育所の開設に要する経費に保育所委託費を充当していた分に

ついて、令和２年度中に委託費以外での補填を行っていなかった。 

 令和３年度中に補填を行うとともに、資金移動したことがわかる

資料を提出すること。 

改善済 

  

  

  

  



令和３年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 いずみ青葉台保育園 

運営主体 社会福祉法人 いずみ  

所在区 青葉区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和 3年 12 月 15 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 法人本部経費の繰入において、保育所拠点からの繰入金の合計額

が、本部の人件費及び事務費の金額を超過していた。 

 繰入合計額は、保育所の運営に要した人件費及び事務費の範囲内

とし、合理的な基準により各拠点に按分すること。 

 

改善済 

  

  

  

  

  



令和３年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 ポピンズナーサリースクールあざみ野 

運営主体 株式会社 ポピンズ  

所在区 青葉区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和 3年 12 月 23 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 多くの保育士が退職し、特定の保育士が応答的かつ継続的に児童

に関わる環境が整っていなかった。 

 担当保育士の交代によって、保育に支障が生じないよう、子ども

の置かれている状態や発達過程に留意し、職員間で協力して対応す

ること。また、施設長は、本部と協力しながら職員の定着と協力体

制の維持に取り組むこと。 

 

改善取組中 

  

  

  

  

  



令和３年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 ベビーステーションセンター南 

運営主体 有限会社 ベビーステーション  

所在区 都筑区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和 3年 7月 21 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 前期末支払資金残高の取り崩しに際し、市に事前協議を行ってい

なかった。 

 取崩しの事前に、本市に協議を行うとともに、取崩額の戻入を行

うこと。 

改善取組中 

  

  

  

  

  



令和３年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 ピッコリーノ保育園 

運営主体 株式会社 ピエロタ  

所在区 都筑区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和 3年 7月 21 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 年度末において、同一法人内における他事業への資金貸し付けが

あった。 

 委託費を財源とする資金貸し付けは、当該年度内に返済が確実で

ある場合に限って認められるものであるため、会計処理を是正する

こと。 

 また、貸付金については早急に清算すること。 

 

改善取組中 

 前期末支払資金残高の取り崩しに際し、市に事前協議を行ってい

なかった。 

 取崩額が事業活動収入予算額の３％を超過する場合は、取崩しの

事前に、本市に協議を行うとともに、取崩額の戻入を行うこと。 

改善済 

 保育所の運営に関係のない経費を、保育所委託費より支出してい

た。保育所運営と関係のない支出は行わないこと。 

 また、当該資金について、保育所に返還すること。 

改善済 

  

  

  



令和３年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 やまた保育園 

運営主体 社会福祉法人 ぷらいむキッズ  

所在区 都筑区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和 3年 12 月 16 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 当期末支払資金残高が、当該年度の委託費収入の 30％を超えてい

た。 

 当期末支払資金残高は、当該年度の委託費収入の 30％以下の保有

とすること。 

 

改善予定 

 委託費の弾力運用額が、限度額を超過していた。 

 委託費の弾力運用による支出は、当該年度の委託費収入（処遇改

善等加算の賃金改善要件分に相当する金額を除く）の３か月分に相

当する金額以内とすること。 

 また、超過分について、保育所に返還すること。 

 

改善予定 

  

  

  

  



令和３年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 みんなともだち保育園 戸塚第２ 

運営主体 株式会社 ＬａＬａＬａｎｄ  

所在区 戸塚区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和 3年 7月 2日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 職員配置について、保育士の人数が要綱に定める基準を満たして

いない日があった。 

 基準を満たすよう必要な保育士を配置すること。 

改善済 

  

  

  

  

  



令和３年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 あけぼの保育園 

運営主体 パインヴィレッジ 有限会社 

所在区 戸塚区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和 3年 10 月 7 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 当期末支払資金残高が、当該年度の委託費収入の 30％を超えてい

た。 

 当期末支払資金残高は、当該年度の委託費収入の 30％以下の保有

とすること。 

改善済 

  

  

  

  

  



令和３年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 松みどり保育所 

運営主体 社会福祉法人 松緑会  

所在区 戸塚区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和 3年 12 月 3 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 職員配置について、保育士の人数が要綱に定める基準を満たして

いない日があった。 

 基準を満たすよう必要な保育士を配置すること。 

 

改善済 

  

  

  

  

  



令和３年度 施設指導監査結果情報 

施設種別／施設名 保育所 柏尾スマイル保育園 

運営主体 社会福祉法人 豊会  

所在区 戸塚区 実施区分 一般指導監査 

実施年月日 令和 4年 1月 14 日 

 

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項） 改 善 状 況 

 法人本部経費の繰入において、他事業の借入金償還に要する資金

の繰入が認められた。 

 法人本部への繰入は、保育所の運営に要した人件費及び事務費の

範囲内とし、当該資金について、保育所に返還すること。 

 

未改善 

  

  

  

  

  




